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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１つ以上の処理工程からなる複数種類の分析項目にそれぞれ対応した試薬を収容した複
数の試薬容器を保管可能な試薬容器保管部と、
　処理の実行中に前記試薬保管部に新しい試薬容器の搬入が可能な試薬容器ローダ機構と
、
　前記試薬容器保管部に保持された試薬容器の試薬を攪拌する試薬準備処理を実行する準
備処理機構と、
　前記試薬容器保管部に保持された試薬容器に対して測定処理を実行する測定処理機構と
、を備え、
　分析対象の検体に対して前記複数種類の分析項目を予め設定された順番に実施する自動
分析装置であって、
　前記試薬容器ローダ機構により前記試薬容器保管部に新たな試薬として磁性粒子試薬を
収容した試薬容器が保管され、かつ、該試薬に対応する分析項目が優先的に実施されるよ
う設定された場合、
　既に依頼されている分析項目の測定処理の開始タイミングをずらして当該試薬を使用可
能な状態にする前記試薬準備処理を優先して実施する優先実施機能と
　当該試薬に対して実行される前記試薬準備処理を、前記試薬に対応する分析項目の処理
工程の１つとして前記試薬に対して実行される前記測定処理の前に行う他の処理工程の少
なくとも１つと並列して行う並列処理機能と、を有する制御部を備えたことを特徴とする
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自動分析装置。
【請求項２】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　新たな試薬を収容した前記試薬容器の保管、及び、試薬準備処理は、他の分析項目の実
施中に実施可能であることを特徴とする自動分析装置。
【請求項３】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記分析項目が優先項目か通常項目かの設定を行う設定手段を備えたことを特徴とする
自動分析装置。
【請求項４】
　請求項１記載の自動分析装置において、
　前記試薬容器保持部をそれぞれ有する複数の分析部と、
　前記分析項目が優先項目か通常項目かの設定を前記複数の分析部のそれぞれに設定する
設定手段と
を備えたことを特徴とする自動分析装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、血液や尿などの生体サンプルの定性・定量分析を行う自動分析装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　自動分析装置では、実施する分析項目に対応した試薬を事前に試薬容器保管部などに搭
載し、また、登録して、それらの試薬を用いて検体に対する分析処理を実施する。自動分
析装置には十分な種類や量の試薬を搭載・登録して分析処理を開始することが望ましいが
、分析処理の開始後に、試薬切れ、或いは、緊急的に未搭載・未登録の試薬を用いる分析
の必要が生じ、試薬を新たに搭載・登録する必要が生じることが考えられる。
【０００３】
　自動分析装置における試薬の登録や交換に関する従来技術として、例えば、特許文献１
（特開２００６－３３７３８６号公報）には、分析用試薬保管手段の他に、補充用の試薬
保管手段と、試薬ボトル搬送手段を設け、それら２つの試薬保管手段に保管される試薬の
情報を管理することにより、分析処理中の試薬登録、試薬交換作業等の試薬管理を自動化
する技術が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－３３７３８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　自動分析装置で用いる試薬には、使用前に所定の準備処理（試薬準備処理）の実施を必
要とするものがあり、分析処理の開始前に必要な準備処理をまとめて行っておくなどの運
用を行っている。しかしながら、分析処理の開始後に試薬を新たに搭載・登録する必要が
生じた場合、その試薬にも使用前に準備処理を施す必要がある。したがって、上記従来技
術のように、分析処理中の試薬登録や試薬交換作業を行うだけでは、新たに登録した試薬
を使用して分析処理を早急に実施することができず、実施中の分析処理の終了後などに準
備処理を実施してから分析処理を開始する必要があり、分析処理のターンアラウンドタイ
ムについて改善の余地があった。
【０００６】
　本発明は上記に鑑みてなされたものであり、準備処理を必要とする試薬を新たに搭載・
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登録した場合のターンアラウンドタイムを改善することができる自動分析装置を提供する
ことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明は、１つ以上の処理工程からなる複数種類の分析項
目にそれぞれ対応した試薬を収容した複数の試薬容器を保管可能な試薬容器保管部と、処
理の実行中に前記試薬保管部に新しい試薬容器の搬入が可能な試薬容器ローダ機構と、前
記試薬容器保管部に保持された試薬容器の試薬を攪拌する試薬準備処理を実行する準備処
理機構と、前記試薬容器保管部に保持された試薬容器に対して測定処理を実行する測定処
理機構と、を備え、分析対象の検体に対して前記複数種類の分析項目を予め設定された順
番に実施する自動分析装置であって、前記試薬容器ローダ機構により前記試薬容器保管部
に新たな試薬として磁性粒子試薬を収容した試薬容器が保管され、かつ、該試薬に対応す
る分析項目が優先的に実施されるよう設定された場合、既に依頼されている分析項目の測
定処理の開始タイミングをずらして当該試薬を使用可能な状態にする前記試薬準備処理を
優先して実施する優先実施機能と当該試薬に対して実行される前記試薬準備処理を、前記
試薬に対応する分析項目の処理工程の１つとして前記試薬に対して実行される前記測定処
理の前に行う他の処理工程の少なくとも１つと並列して行う並列処理機能と、を有する制
御部を備えたものとする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、試薬準備処理を必要とする試薬を新たに搭載・登録する必要がある場
合の緊急検査のターンアラウンドタイムを改善することができる
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施の形態に係る自動分析装置の全体構成を概略的に示す図である。
【図２】本発明の一実施の形態に係る試薬容器保管部である試薬容器ディスクをその周辺
構成とともに抜き出して示す図である。
【図３】本発明の一実施の形態に係る優先項目登録画面を示す図である。
【図４】本発明の一実施の形態に係るユニット指定画面を示す図である。
【図５】同一キャリブ使用条件設定画面を示す図である。
【図６】試薬の追加登録時に制御部の表示部に表示される試薬登録実行画面を示す図であ
る。
【図７】制御部による試薬登録処理の処理内容を示すフローチャートである。
【図８】本発明の一実施の形態に係る試薬登録処理を示す図である。
【図９】本発明の一実施の形態に係る試薬準備処理の詳細について示す図である。
【図１０】通常項目の試薬登録処理の様子を時系列的に示す図である。
【図１１】優先項目の試薬登録処理の様子を時系列的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
【００１１】
　図１は本発明の一実施の形態に係る自動分析装置の全体構成を概略的に示す図である。
【００１２】
　図１において、自動分析装置１００は、血液や尿などの生体サンプル（以下、試料と称
する）を収容する複数のサンプル容器１が収納されたサンプル容器ラック２と、サンプル
容器ラック２を搬送するラック搬送ライン３と、試薬容器保管部であって試料の分析に用
いる種々の試薬が収容された複数の試薬容器４が収納・保温され試薬ディスクカバー７に
より覆われた試薬容器ディスク５と、試料と試薬を混合するための複数の反応容器８が収
納されたインキュベータディスク９と、回転駆動や上下駆動によりサンプル容器１からイ
ンキュベータディスク９の反応容器８に試料を分注するサンプル分注ノズル１０と、試薬
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ディスクカバー７に設けられた試薬ディスクカバー開口部７ａを介して、回転駆動や上下
駆動により試薬容器４からインキュベータディスク９の反応容器８に試薬を分注する試薬
分注ノズル１１と、反応容器８に収容された反応液を攪拌する反応容器攪拌機構１４と、
発光誘導試薬が収容された発光誘導試薬容器２２と、洗浄試薬が収容された洗浄試薬容器
２３と、回転駆動及び上下駆動により、インキュベータディスク９の反応容器８で混合さ
れた反応液、発光誘導試薬容器２２、或いは、洗浄試薬容器２３に収容された試薬を吸引
するノズル１７と、ノズル１７で吸引された反応液や試薬を用いて測定処理（電気信号測
定など）を行う電気信号検出器１８と、分析処理前に行う試薬準備処理や各部の分注動作
、電気信号検出器１８による測定処理などを含む自動分析装置１００全体の動作を制御す
る制御部１９とを概略備えている。試薬容器ディスク５には、発光標識を含む試薬を収容
する試薬容器や磁性粒子を含む試薬を収容する試薬容器などが収納されている。なお、本
実施の形態では測定処理の一例として電気信号測定を示して説明する。
【００１３】
　また、自動分析装置１００は、未使用である複数の反応容器８やサンプル分注チップ１
０ａが収納された反応容器・サンプル分注チップ収納部１３、及び、その交換・補充用に
スタンバイされた反応容器・サンプル分注チップ収納部１２と、使用済みのサンプル分注
チップ１０ａ及び反応容器８を廃棄するための廃棄孔１５と、サンプル分注チップ１０ａ
及び反応容器８を把持して搬送する搬送機構１６とを備えている。搬送機構１６は、Ｘ軸
、Ｙ軸、Ｚ軸方向（図示せず）に移動可能に設けられ、反応容器・サンプル分注チップ収
納部１３に収納された反応容器８をインキュベータディスク９に搬送したり、使用済み反
応容器８を廃棄孔１５に破棄したり、未使用のサンプル分注チップ１０ａをチップ装着位
置１６ａに搬送したりする。
【００１４】
　図２は、試薬容器保管部である試薬容器ディスクをその周辺構成とともに抜き出して示
す図である。
【００１５】
　図２に示すように、試薬容器ディスク５には、複数の試薬容器４が搭載されており、そ
の周辺には、試薬容器４からインキュベータディスク９の反応容器８に試薬を分注する試
薬分注ノズル１１と、試薬容器ディスク５に搭載された試薬容器４に収容された試薬を攪
拌する試薬攪拌機構２０と、試薬容器ディスク５の所定位置に試薬容器４を搭載したり、
試薬容器ディスク５から試薬容器４を回収したりする試薬容器ローダ２１とが設けられて
いる。
【００１６】
　試薬容器４には、それぞれ、個体識別用標識であるバーコード４ｄが設けられており、
バーコード４ｄを読取装置（図示せず）により読み取って登録することにより、試薬容器
４を個別に管理する。なお、個体識別用標識は、試薬容器４の個体識別が可能であれば良
く、ＲＦＩＤタグなどを用いても良い。また、試薬容器４は、複数（本実施の形態では３
つ）種類の試薬を収容する容器４ａ～４ｃから構成されており、１つの試薬容器４には、
対応する分析処理の種類（分析項目）に必要な１組の試薬が収容されている。試薬容器４
の各容器４ａ～４ｃに収容される試薬としては、発光標識を含む試薬（発光標識試薬）や
磁性粒子を含む試薬（磁性粒子試薬）などがある。
【００１７】
　制御部１９は、自動分析装置１００全体の動作を制御するものであり、予め設定したプ
ログラムや、入力部１９ｂなどにより入力されるオペレータからの指令に基づいて分析処
理を行う。
【００１８】
　次に、本実施の形態における分析処理の一例を示し、その手順について図面を参照しつ
つ説明する。
【００１９】
　まず、分析処理における準備として各種設定を行う。図３～５は、制御部１９の表示部
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１９ａに表示される、分析処理の実行前に各種設定を行う画面を示す図である。
【００２０】
　図３は、優先項目登録画面３０を示す図である。優先項目とは、その分析項目に対応す
る試薬の搭載・登録を自動分析装置１００がオペレーション状態のとき、すなわち、他の
分析項目を含む分析処理の実施中に行った場合に、その試薬を使える状態にするための試
薬準備処理を、他の分析項目に係る動作よりも優先して行うようにするものである。図３
において、優先項目登録画面３０は、優先項目として設定可能な分析項目を表示する設定
可能項目表示部３１と、優先項目として設定するために選択した分析項目を表示する優先
項目表示部３２と、設定可能項目表示部３１において図示しないカーソルなどの手段で指
定した分析項目を優先項目の登録対象として優先項目表示部３２に表示させる登録ボタン
３３と、優先項目表示部３２において図示しないカーソルなどの手段で指定した分析項目
を優先項目の登録対象から解除する解除ボタン３４と、優先項目登録画面３０に表示中の
設定を取り消して無効にする取消ボタン３６と、優先項目登録画面３０における設定内容
を有効として、制御部１９の記憶部（図示せず）に新たに登録する更新ボタン３７とを備
えている。また、優先項目登録画面３０には、自動分析装置１００において、複数の分析
ユニット９０を用いた構成とした場合に、優先項目登録画面３０に表示中の設定が対象と
する分析ユニット９０を指定するためのユニット指定画面４０（図４参照）を表示するユ
ニット指定ボタン３５が設けられている。
【００２１】
　図４は、ユニット指定画面４０を示す図である。ユニット指定画面４０には、自動分析
装置１００を構成する分析ユニット９０に割り当てられた名称が一覧で表示され、それぞ
れに選択するためのラジオボタンが設けられている。図４では、例として、自動分析装置
１００にユニット１～ユニット４までの４つの分析ユニットを用いた場合のユニット指定
画面４０を示している。ユニット指定画面４０には、ユニット指定画面４０に表示中の設
定を取り消して無効にする取消ボタン４１と、ユニット指定画面４０における設定内容を
有効として、制御部１９の記憶部（図示せず）に新たに登録する更新ボタン４２とを備え
ている。何れかの分析ユニット９０の名称におけるラジオボタンを選択し、更新ボタン４
２を選択することにより、優先項目登録画面３０における設定を所望の分析ユニット９０
に対して反映するよう設定する。
【００２２】
　図５は、同一キャリブ使用条件設定画面５０を示す図である。同一キャリブ使用条件設
定画面５０は、試薬の搭載・登録を自動分析装置１００がオペレーション状態のときに行
った場合に、自動分析装置１００に事前に搭載・登録しキャリブレーションを行った試薬
のキャリブレーションデータを用いる対象の範囲条件を設定する画面である。同一キャリ
ブ使用条件設定画面５０には、自動分析装置１００に既に登録されたキャリブレーション
データが、新たに搭載・登録した試薬と同一ロットの試薬のものであれば使用する場合と
、同一検査項目であればロットに関係なく使用する場合とがラジオボタンにより選択でき
るように設けられている。何れかの条件のラジオボタンを選択し、更新ボタン５２を選択
することにより、試薬のキャリブレーションデータを用いる対象の範囲条件を設定する。
【００２３】
　この状態で、オペレータにより制御部１９への入力部１９ｂなどによる分析処理実行の
指令に基づいて、分析処理を開始する。ここでは、一例として磁性粒子を含む試薬に試薬
準備処理として攪拌処理を行ったものを用いる分析処理を行う場合について説明する。本
実施の形態における分析処理では、まず、サンプル分注ノズル１０によりサンプル容器１
からインキュベータディスク９の反応容器８に試料を分注する検体サンプリングを行う。
次に、試薬分注ノズル１１により試薬容器４からインキュベータディスク９の反応容器８
に試薬を分注する第１段階試薬吸引・添加を行う。この状態で、インキュベーションを行
った後、試薬分注ノズル１１により試薬容器４からインキュベータディスク９の反応容器
８に試薬を分注する磁性粒子試薬吸引・添加を行う。なお、磁性粒子試薬吸引・添加では
、吸引直前に試薬攪拌機構２０による試薬攪拌処理を行う。次に、反応容器攪拌機構１４
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により、反応容器８の反応液を攪拌して、さらに、インキュベーションをおこなう。そし
て、ノズル１７により、このような処理を施した反応液、発光誘導試薬容器２２、洗浄試
薬容器２３に収容された試薬などを吸引し、電気信号検出器１８は電気信号測定などの測
定処理を行う。
【００２４】
　以上のような分析処理のオペレーション中に、試薬切れ、或いは、緊急検体の分析依頼
があった場合など緊急的に未搭載・未登録の試薬を用いる分析の必要が生じ、試薬を新た
に搭載・登録する場合について説明する。
【００２５】
　図６は、試薬の追加登録時に制御部１９の表示部１９ａに表示される試薬登録実行画面
６０である。試薬登録実行画面６０には、追加する試薬に対応する分析項目を優先項目と
して処理するかどうかを選択するチェックボックス６１と、試薬登録実行画面６０に表示
中の設定を取り消して試薬の追加登録を中止するいいえボタン６２と、試薬登録実行画面
６０における設定内容を有効として、制御部１９に試薬登録の実行指令を行うはいボタン
６３とが備えられている。試薬容器ローダ２１に追加する試薬を搭載し、はいボタン６３
を選択することにより、試薬登録処理が実行される。
【００２６】
　図７は制御部１９による試薬登録処理の処理内容を示すフローチャートであり、図８は
試薬登録処理の詳細を説明する図である。
【００２７】
　図７に示すように、制御部１９は、まず、自動分析装置１００のオペレーション状態に
おいて動作する機構（例えば、検体分注に関する機構）と試薬準備処理で動作する機構（
例えば、試薬攪拌に関する機構）の動作が干渉するかどうかを判定し（ステップＳ１０）
、判定結果がＮＯの場合は、試薬準備処を実施し（ステップＳ５０）、処理を終了する。
また、ステップＳ１０での判定結果がＹＥＳの場合は、登録する試薬に対応する分析項目
が優先項目であるかどうかを判定し（ステップＳ２０）、判定結果がＹＥＳの場合は、検
体分注を一時停止し（ステップＳ３０）、試薬準備処理を実施し（ステップＳ５０）、処
理を終了する。ステップＳ２０での判定結果がＮＯの場合は、検体分注を続行し（ステッ
プＳ４０）、その後、試薬準備処理を実施し（ステップＳ５０）、処理を終了する。
【００２８】
　ここで、試薬登録処理における通常項目と優先項目の処理の違いについて説明する。図
８では、通常項目αの試薬登録処理を行う場合と、優先項目βの試薬登録処理を行う場合
を例示して説明する。図８に示すように、通常項目αの試薬登録処理を行う場合は、既に
依頼済みの分析処理（例えば、依頼Ａ～依頼Ｚ）が終了した後に、通常項目αの試薬準備
処理が行われる。これは、通常項目αの試薬登録実行のタイミングに依存しない。一方、
優先項目βの試薬登録処理を行う場合は、既に依頼済みの分析処理のうち、試薬登録実行
のタイミングで実施中の依頼（図８では依頼Ａ）の終了直後に項目βの試薬準備処理が行
われる。このように、依頼済みの分析処理のうち依頼Ｂ～依頼Ｚは一時停止し、優先項目
βの試薬準備処理を優先して行う優先処理機能を有している。
【００２９】
　次に、図９を用いて試薬準備処理の詳細について説明する。図９において、工程ａ～工
程ｇ、及び工程Ｚは、分析処理における各処理工程を示しており、通常項目の処理シーケ
ンスＡと優先項目の処理シーケンスＢについて、各工程の実施状態を模式的に示している
。
【００３０】
　工程ａは、検体サンプリングであり、サンプル分注ノズル１０によりサンプル容器１か
らインキュベータディスク９の反応容器８に試料を分注する工程である。工程ｂは、第１
段階試薬吸引・添加であり、試薬分注ノズル１１により試薬容器４からインキュベータデ
ィスク９の反応容器８に発光標識試薬などを分注する工程である。工程ｃは、磁性粒子試
薬吸引・添加であり、試薬分注ノズル１１により試薬容器４からインキュベータディスク
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９の反応容器８に磁性粒子試薬などを分注する工程である。なお、工程ｃでは、磁性粒子
試薬吸引の直前に不図示の試薬の攪拌動作を行う。工程ｄは、反応液攪拌であり、反応容
器８に収容された反応液を反応容器攪拌機構１４により攪拌する工程である。工程ｅは、
電気信号測定であり、ノズル１７によりインキュベータディスク９の反応容器８で混合さ
れた反応液やその他試薬等を吸引し、電気信号検出器１８により、測定処理として電気信
号測定を行う工程である。工程ｆ及び工程ｇは、インキュベーションであり、反応容器８
の反応液に対して加温処理あるいは恒温処理を施し反応を促進する工程である。工程Ｚは
、磁性粒子初期攪拌であり、試薬を使える状態にするための試薬準備処理として攪拌処理
を行う工程である。
【００３１】
　図９に示すように、通常項目に対する試薬準備処理のシーケンスＡでは、試薬登録実行
後、まず、工程Ｚを行い（時間１）、その後、工程ａ（時間２）、工程ｂ（時間３）、工
程ｆ（時間４，５）、工程ｃ（時間６）、工程ｄ（時間７）、工程ｇ（時間８，９）、工
程ｅ（時間１０）の順に処理を行う。これに対し、優先項目に対する試薬準備処理のシー
ケンスＢでは、まず、工程ａ（時間１）、工程ｂ（時間２）を行い、工程ｆ（時間３，４
）と同じ時間に工程Ｚ（時間３）を行い、その後、工程ｃ（時間５）、工程ｄ（時間６）
、工程ｇ（時間７，８）、工程ｅ（時間９）の順に処理を行う。このように、制御部１９
は、試薬準備処理（工程Ｚ）と、処理工程の内、試薬を用いる処理工程の前に行う処理工
程の少なくとも１つ（本例では工程ｆ）とを並列して行う並列処理機能を有している。
【００３２】
　試薬登録処理の詳細を図面を参照しつつさらに説明する。
【００３３】
　図１０は通常項目の試薬登録処理を、図１１は優先項目の試薬登録処理の様子それぞれ
時系列的に示す図である。図１０及び図１１では、分析項目Ａ，Ｃを有する測定１～測定
５の５つの測定に、分析項目Ｂを有する測定６を追加する場合を示している。なお、図１
０及び図１１において、工程ａ～工程ｇ、及び工程Ｚは、図９の説明で示したものと同様
であり、分析処理における各処理工程を示している。
【００３４】
　図１０に示すように、通常項目の分析処理では、測定１～測定６に対して時間３と時間
４の間に分析項目Ｂを登録した場合、既に依頼済みの測定１～測定６が終了した後であっ
て、自動分析装置１００のオペレーション状態（磁性粒子試薬吸引・添加の項目ｃ）にお
いて動作する機構と試薬準備処理で動作する機構（磁性粒子初期攪拌の項目Ｚ）の動作が
干渉しないタイミング（時間１０）で、通常項目である分析項目Ｂの試薬準備処理が行わ
れる。続いて、工程ａ～工程ｅの順に処理が行われる。このとき、分析項目Ｂの登録から
工程ｅ（測定処理：電気信号測定）の終了までの時間であるターンアラウンドタイムは経
過時間ｔ１となる。
【００３５】
　図１１に示すように、優先項目の分析処理では、通常項目と同様に、測定１～測定５に
対して時間３と時間４の間に分析項目Ｂを登録した場合、既に依頼済みの測定１～測定４
（分析項目Ａ）が終了した後であって、自動分析装置１００のオペレーション状態（磁性
粒子試薬吸引・添加の項目ｃ）において動作する機構と試薬準備処理で動作する機構（磁
性粒子初期攪拌の項目Ｚ）の動作が干渉しないタイミング（時間９）で、通常項目である
分析項目Ｂの試薬準備処理が行われる。これに伴って、測定５（分析項目Ｃ）及び測定７
（分析項目Ｂ：優先項目）は、それぞれ、時間６，７に工程ａ～工程ｅの処理が開始され
る。このとき、分析項目Ｂの登録から工程ｅ（測定処理：電気信号測定）の終了までの時
間であるターンアラウンドタイムは経過時間ｔ２となる。したがって、優先項目の分析処
理におけるターンアラウンドタイムｔ２を通常項目の分析処理におけるターンアラウンド
タイムｔ１よりも短くすることができる。
【００３６】
　以上のように構成した本実施の形態における効果を説明する。
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【００３７】
　自動分析装置で用いる試薬には、使用前に所定の試薬準備処理の実施を必要とするもの
があり、分析処理の開始前に必要な試薬準備処理をまとめて行っておくなどの運用を行っ
ており、分析処理の開始後に試薬を新たに搭載・登録する必要が生じた場合は、その試薬
にも使用前に試薬準備処理を施す必要がある。しかしながら、従来技術のように、分析処
理中の試薬登録や試薬交換作業を行うだけでは、新たに登録した試薬を使用して分析処理
を早急に実施することができず、実施中の分析処理の終了後などに試薬準備処理を実施し
てから分析処理を開始する必要があり、したがって、緊急検査のターンアラウンドタイム
について改善の余地があった。
【００３８】
　これに対し本実施の形態においては、優先項目の試薬に対して、試薬準備処理を予め設
定された他の分析項目よりも優先して実施する優先実施機能と、試薬準備処理と、分析項
目の処理工程の内、試薬を用いる処理工程の前に行う処理工程の少なくとも１つとを並列
して行う並列処理機能とを有するように構成したので、試薬準備処理を必要とする試薬を
新たに搭載・登録した場合のターンアラウンドタイムを改善することができる。
【００３９】
　また、複数の分析ユニット９０のそれぞれについて個別に優先試薬を設定するよう構成
したり、事前登録以外に試薬を優先項目の試薬と同様に試薬準備処理を行わせることを選
択できるように構成したので、検査室の運用形態の柔軟性を向上することができる。
【００４０】
　なお、本実施の形態においては、試薬準備処理の対象試薬を磁性粒子試薬とし、試薬準
備処理として攪拌処理を行う場合を例にとり説明したがこれに限られず、分析処理に使え
る状態にするために試薬準備処理を要する試薬に対して必要な試薬準備処理を行う場合に
適用することができる。
【符号の説明】
【００４１】
１　サンプル容器
２　サンプル容器ラック
３　ラック搬送ライン
４　試薬容器
４ａ～４ｃ　容器
４ｄ　バーコード
５　試薬容器ディスク
７　試薬ディスクカバー
７ａ　試薬ディスクカバー開口部
８　反応容器
９　インキュベータディスク
１０　サンプル分注ノズル
１０ａ　サンプル分注チップ
１１　試薬分注ノズル
１２，１３　反応容器・サンプル分注チップ収納部
１４　反応容器攪拌機構
１５　廃棄孔
１６　搬送機構
１６ａ　チップ装着位置
１７　ノズル
１８　電気信号検出器
１９　制御部
１９ａ　表示部
１９ｂ　入力部
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２０　試薬攪拌機構
２１　試薬容器ローダ
２２　発光誘導試薬容器
２３　洗浄試薬容器
３０　優先項目登録画面
３１　設定可能項目表示部
３２　優先項目表示部
３３　登録ボタン
３４　解除ボタン
３５　ユニット指定ボタン
３６，４１，５１　取消ボタン
３７，４２，５２　更新ボタン
４０　ユニット指定画面
５０　同一キャリブ使用条件設定画面
６０　試薬登録実行画面
６１　チェックボックス
６２　いいえボタン
６３　はいボタン
９０　分析ユニット
１００　自動分析装置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図１０】

【図１１】
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